
 

 

平成 26年 1月 23日 

公益財団法人静岡県学校給食会 

 

ノロウイルス食中毒事故防止対策について 

 

本会は、県学校給食パン協同組合と協力し、県内パン加工委託工場に対して、ノロウイ

ルスによる食中毒の再発を防止するため、早急に以下の対策を講じ衛生管理の徹底に努

めます。 

 

1．新たに実施する対策 

① 手洗い用液体石鹸から、洗浄タイプの殺菌消毒薬(ヨード

液)に変更します。手指を拭いた後のアルコール消毒は引

続き行います。 

(各委託工場に対して既に発送し、使用を義務付けていま

す) 

 

② 委託工場の全従業員を対象とした衛生教育を県内各地で

実施します。 

(県衛生課、静岡市保健所へ指導を要請しています) 

 

③ 手洗いチェッカーを用いた手洗い教育を実施します。 

(手洗いの清浄度確認及び衛生意識を啓発します) 

 

 

④ 入室時及び作業切替時における作業衣の消毒を実施しま

す。 

(各委託工場に対して、弱酸性次亜塩素酸水(除菌剤)を配

布し使用を義務付けています) 

 

⑤ 弱酸性次亜塩素酸水(除菌剤)によるドアノブ、水道蛇口

等を毎日消毒します。 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?sa=X&hl=ja&biw=1116&bih=559&tbm=isch&tbnid=UQ2X19IttAmh_M:&imgrefurl=http://www.nihon-iryouki.jp/index.php?main_page%3Dproduct_info%26products_id%3D172&docid=uADoLRwj60umRM&imgurl=http://www.nihon-iryouki.jp/images/1022_01.gif&w=400&h=367&ei=O_3gUqWQJI2FlAXGi4D4Dw&zoom=1&ved=0CHQQhBwwCw&iact=rc&dur=2018&page=2&start=8&ndsp=12


2．更に徹底する事項 

① 使い捨て手袋の着用及び脱ぐ方法 

(「使い捨て手袋使用マニュアル」の順守) 

② 健康状況チェックリストの見直し 

③ 毎月実施する保菌検査結果における陽性者に対する対処の報告を義務付け 

④ 就業後におけるトイレの清掃 

 


